申請時に必要な書類
	区分
	書　類　名
	摘 　要

	１
	申請書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（様式研第１号）
	　以下のページに書類が添付されています

	２
	研修実施計画書（様式研第２号）
	

	３
	 雇用契約書（様式研第３号）
	

	４
	 登記簿謄本
	・法人の場合

・申請日の３ヵ月以内に取得した正本であること（ｺﾋﾟｰ不可）

	５
	 研修責任者の履歴書
	・写真を添付すること。

・様式は市販品を購入することとし、申請日までの履歴を記入すること。また、履歴に空白期間がないこと

・個人の申請の場合で、研修責任者の農業経験が５年未満の場合は、認定農業者であることを証する資料の写しを添付のこと

	６
	 新規就業者の履歴書
	・写真を添付すること。

・様式は市販品を購入することとし、申請日までの履歴を記入すること。また、履歴に空白期間がないこと

	７
	就業規則
	 定めている場合のみ


※　地方自治体からの出資を受けている法人にあっては、出資比率がわかる資料

を添付してください。
    ※　新規就業者が定住外国人の場合は、外国人登録証明書の写しを添付してくだ
さい。
· 新規就業者が障害者の方の場合は、身体障害者手帳、療養福祉手帳、精神障
害者福祉手帳、医師の診断書等の写しを添付してください。

（様式研第１号）
「農の雇用事業」申請書類チェックリスト（提出用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  農業法人等名：                               

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規就業者名：　　                           

申請書類に漏れがないかチェックの上、このチェックリストも提出してください。

用意が整った書類等は□に✔をして下さい。
（色付き）部分は、条件に該当する場合のみ、✔をして下さい。

	NO
	申請書類
	ここもチェック

	１
	□　研修実施計画書
（様式研第２号）
	□空欄となっている箇所が無い
　（記載が無くても良い箇所：ＦＡＸ番号、新規就
業者の農業就業経験が無い場合の経験した作物と期間、他の助成を受けていない場合の具体的な助成等の名称）
□研修内容が、具体的に記載されている

	２
	□　雇用契約書
（様式研第３号）
（モデル様式）
	□労働時間、休日が具体的に記載されている
□事業主、従業員ともに捺印している
□様式研第２号と違う点が無い

	３
	□　登記簿謄本
	法人経営の場合
	□謄本の取得日は、３か月以内である

	４
	□　研修責任者の履歴
書
	□申請日までの最新の履歴を記入している
□履歴に空白の期間が無い

	５
	□　研修責任者が認定農
業者であることを証明する資料
	個人経営で、研修責任者の農業経験が５年未満の場合
	

	６
	□　研修生の履歴書
	□申請日までの最新の履歴を記入している
□履歴に空白の期間が無い

	７
	□　外国人登録証明書など
	研修生が外国人の場合
	□滞在期間を過ぎていない

	８
	□　身体障害者手帳
　　療養福祉手帳
　　精神障害者福祉手帳
　医師の診断書　など
	研修生が障害者の場合
左記からどれか１つ
	

	９
	□　出資比率の分かる
資料
	地方自治体の出資を受けている場合
	

	10
	□　就業規則
	就業規則を定めている場合
	

	11
	
	研修生が経営代表者の３親等以内の親族の場合
	□親族以外の雇用保険被保険者がいる

□研修生の労働条件が、他の従業員と同じである


✔漏れはありませんか？　　□はい　⇒　提出へ　
（様式研第２号）
平成　　年　　月　　日
　　全国農業会議所
    会長　太田豊秋　殿
研修実施農業法人等名
　　　　所在地　〒
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
研修実施計画書
　農の雇用事業を実施したく、以下のとおり研修実施計画を提出します。
１　受入農業法人等の概要　（　個人経営　・　法人経営　）←　○を記入する
	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	

	経営内容（主な作目）
	　　　　　　　　　　　　　

	農畜産物の販売収入
	円

	研修責任者

	役職

	
	氏名

	
	農業従事年数

	 　　年

	経営の将来計画

	ア．経営規模の拡大　イ．新規部門の開始　ウ．販売対策の強化　エ．新技術の導入      オ．後継者の確保
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	過去の研修の受入者数
	人

	正社員数
	人

	過去の雇用・研修に関する法令等に違反するトラブルの有無
	有　・　無


２　新規就業者（研修生）の概要
	ふりがな
氏　名
	
	生年月日
	Ｓ
Ｈ　年　 月　　日
	年齢
	    歳
	性別
	男 ・ 女


	現住所
　
	

	就業後の住 所
	

	代表者の親族（３親等以内）
の有無
	   有（代表者との関係：　　　　　　　　）　・　無

	
	有の場合（集落営農の代表者　・　法人の代表者）

	農業就業経験の有無
※作物と期間は経験有りの場合に記入。
	有（ 就職 ・ 自営 ）　・　　無

	
	　作物
	

	
	　期間
	平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

	農業インターンシップ経験の有無
	有（当該法人　・　当該法人以外）　・　　無


	農業に就業しようとする動機、
将来のビジョン
	

	受入事業体への訪問・就業体験の期間（予定も含む）
	平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日



３　研修計画
（１）研修の内容・方針・目標
	研修期間（助成期間）

	平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日


	具体的な研修の内容

	

	具体的な研修の目標

	


（２）研修計画　（※研修日数は、研修生を指導する日数を記入すること）
	年　月

	研修日数

	研修の具体的な内容


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


４　雇用労働条件
	研修生との雇用契約の採用（予定）日
	平成　　　年　　　月　　　日

	雇用形態

	ア．正規の従業員（※雇用期間の定めが無い雇用契約に限ります）イ．パート　　ウ．アルバイト　　エ．季節（期間）雇用　　
オ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	宿泊施設

	ア．社宅・寮　　　イ．経営者宅に間借り　　ウ．アパート・貸家
 エ．研修生の自家  オ.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	住居手当
	有　（　　　　　　　　　　　円／月）・　　無　　　

	通勤方法

	ア．自家用車・バイク　　イ．バス・電車　　ウ．自転車・徒歩
 エ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	通勤手当
	有　（　　　　　　　円／月）・　無
	通勤距離　　　　　　ｋｍ

	就業規則の有無
	有　　　・　　　無

	研修生への労働保険及び社会保険の適用の有無

	労災保険

	ア．加入済　イ．申請中　
ウ．採用後に申請　
エ．加入しない
	雇用保険

	ア．加入済　イ．申請中　
ウ．採用後に申請　
エ．加入しない

	
	健康保険

	ア．加入済　イ．申請中　
ウ．採用後に申請　
エ．加入しない
	厚生年金

	ア．加入済　イ．申請中
ウ．採用後に申請　
エ．加入しない

	５　その他

	当該研修生受け入れに伴う国または地方自治体による他の助成等の有無

	有　・　無


	（具体的な助成等の名称）



（注）下記の書類を添付すること。
      ①　「農の雇用事業」申請書類チェックリスト（提出用）（様式研第１号）
②　雇用契約書（様式研第３号（モデル様式））
※必要事項が書かれていれば、他の様式でも可。
③　登記簿謄本（法人経営の場合）
④　研修責任者の履歴書（申請日までの最新の履歴を記入する）
⑤　研修責任者が認定農業者であることを証する資料の写し（個人経営で、研修責任者の農業経験が５年未満の場合）
⑥　新規就業者の履歴書（申請日までの最新の履歴を記入する）
⑦　新規就業者が外国人の場合は、外国人登録証明書等の写し
⑧　新規就業者が障害者の場合は身体障害者手帳、療養福祉手帳、精神障害者福祉手帳、医師の診断書等の写し
      ⑨  地方自治体の出資を受けている農業法人等の場合は、出資比率が分かる資料
⑩　就業規則（定めている場合）
（様式研第３号）
雇用契約書（モデル様式）
雇用契約に関する取り決めを、下記のとおり実施する。
	採用(予定)日
	　平成　　　　年　　 　月　　 　日

	雇用期間

	ア．雇用期間の定め有り
（雇用期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　　日）
イ．雇用期間の定め無し

	就業の場所
	

	従事すべき
業務の内容
	

	始業・終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無等に関する事項

	１　始業・終業の時刻等
　(1)平成　　　　年　　 月　　 日　～　平成　　　年　　 月　　 日　
※実労働時間　　　時間／週
 　　始業(　　　時　 分)　終業(　 　時　　　分)、休憩時間(　    　)分
　(2)平成　　　　年　　 月　 　日　～　平成　　　年　　 月　 　日
※実労働時間　　　時間／週
 　　始業(   時　 　分)　終業(　　 時　 　分）、休憩時間(  　　)分
（3）年間を通じた平均の週労働時間（　　　　時間）
２　所定時間外労働
（　有（1週　 時間以内、1か月 　時間以内 、1年　 時間以内），無　）
３　上記以外（別紙添付）
４　休日労働（　　有　（１か月　　　日、１年　　　日），　無　　）

	休　　　日
	　定例日(※具体的に記入すること　　　　　　　　　　　　　　)

	休　　　暇
	１　　年次有給休暇　　　　　　　日　２　　その他の休暇　　　　日

	賃　　　金

	１賃金
(1)基本賃金
　　月給（ 　　              円）
※日給と時給の場合は、下記に記入すること
　　日給（　　　　　円、月給換算では　　　　　　　　円）
時給（　　　　　円、月給換算では　　　　　　　　円）
(2)諸手当の額及び計算方法
イ（住居　手当　：　　　　　　　　　　　　　　　　　円／月）
  ロ（通勤　手当　：　　　　　　　　　　　　　　　　　円／月）
  ハ（　　　　　　手当　：　　　　　　　　　　　　　　　　 　円／月）
  ニ（　　　　　　手当　：　　　　　　　　　　　　　　　　　 円／月）　　
 (3)上記(1)(2)の基本賃金・諸手当の見込み合計額（　　　　　　　　　　 　円）
２　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　（　　　　　　　％）
３　賃金締切日：毎月　　　　　　　　日　　
４　賃金支払日：毎月　　　　　　　　日
５　賃金支払時の控除：
６昇給（時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
７　賞　　与（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
８　退職金（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


次頁に続く

	退職に関
する事項

	１　定年制　　　　　有　　　（　　　　　　　歳）　，　　　　　　　無　
２　自己都合退職の手続（退職する　　　　　日以上前に届け出ること）
３　解雇の事由及び手続

	その他

	・労働保険の適用
（　労災保険　　・　　雇用保険　　　　）
・社会保険の適用
（　厚生年金　・　健康保険　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・育児休業
・介護休業
・その他

	　※　本契約書は、労働基準法15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第６条に基づく文書（雇入通知書）の交付を兼ねるものであること。


上記のとおり契約が成立したことを確認する。
平成　　　年　　　　月　　　日
農業法人等　住　　　所：〒
        法　人　名：
　　　　代表者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　 　　
従業員　 住　　　所：〒
　　　　氏　　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
     　　 
（様式研第３号・記入例）
雇用契約書（モデル様式・記入例）
雇用契約に関する取り決めを、下記のとおり実施するものとする。
	採用(予定)日
	 　平成２２年４月１日

	雇用期間

	ア．雇用期間の定め有り
（雇用期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　　日）
イ．雇用期間の定め無し

	就業の場所
	当社農場・作業場等

	従事すべき
業務の内容
	農作物の栽培・管理に関連する業務


	始業・終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無等に関する事項

	１　始業・終業の時刻等
　(1)　平成２２年４月 １日　～　　平成２２年９月３０日
　始業（８時００分）　終業（１７時００分）、休憩時間（９０）分
※実労働時間　　４５　時間／週
　(2)　平成２２年１０月　１日　～　平成２３年３月３１日
　始業（９時００分）　終業（１７時００分）、休憩時間（９０）分
※実労働時間　３９　　時間／週
(3）年間を通じた平均の週労働時間（４０時間）
２　所定時間外労働
（有（1週　 時間以内、1か月３０時間以内 、1年　　時間以内）、無）
３　上記以外（別紙添付）
４　休日労働（ 有（１か月　　　　日、１年１０日）、無 ）

	休　　　日

	定例日　原則週１日（原則、毎日曜日、祭日、農繁期の休日出勤は農閑期に振り替え、年末年始６日間）

	休　　　暇

	１　年次有給休暇；法定のとおりとする
２　その他の休暇；その都度話し合いで決めるものとする

	賃　　　金

	１(1)基本賃金
　月給の場合（　　２５０，０００円）
※日給と時給の場合は、下記に記入すること
日給の場合（　　　　　　円、月給換算では　　　　　　　円）
　　時給の場合（　　　　　　円、月給換算では　　　　　　　円）
　(2)諸手当の額及び計算方法
　　イ（住居手当 ：　　定額   　　  　10,000 円 ／月）
ロ（通勤手当　：　　１か月分燃料代　実費 2,000 円）
  ハ（家族手当 ：　扶養家族１人つき5,000円  ／月）
  ニ（食事手当 ：　　定額     　 　　10,000 円 ／月）
  (3)上記(1)(2)の基本賃金・諸手当の見込み合計額（277,000 円）
２　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　（　法定のとおりとする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３　賃金締切日；毎月　15日
４　賃金支払日；毎月　25日
５　賃金支払時の控除；法定のとおりとする
６　昇　給（時期等；業務成績に応じ、昇給する　）
７　賞　与（ ６月・12月に過去６か月の業務成績に応じて支給する）
８　退職金（例１：共済金の掛け金に応じて支払う　例２：就業規則による　　例３：業務成績に応じて支給する


	退職に関する事項

	１ 定年制（ 有（　60　歳），無 ）
２　自己都合退職の手続（退職する３０　日以上前に届け出ること）
３　解雇の事由及び手続
　        就業規則○○条のとおりとする
　　　　（就業規則がなければ「別紙」のとおりとする）

	その他

	・労働保険の適用（労災保険　　　　雇用保険　）
・社会保険の適用（厚生年金　　　健康保険）　
・育児休業；法定のとおりとする
・介護休業；法定のとおりとする
・その他

	　※　本契約書は、労働基準法15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第６条に基づく文書（雇入通知書）の交付を兼ねるものであること。


上記のとおり契約が成立したことを確認する。
平成　　　年　　　　月　　　日
農業法人等　住　　　所：〒
        法　人　名：
　　　　代表者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　 　　
従業員　 住　　　所：〒
　　　　氏　　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
     　　 
【別紙】　「就業規則」がない場合の「解雇の事由及び手続」の記入例
（解雇）
次の各号の一に該当するときは解雇する。
（１）精神若しくは身体に障害・虚弱又は疾病のため、業務に堪えられないと認めたとき。
（２）勤務成績又は能率が甚だしく劣り、就業に適しないと認められたとき。
（３）懲戒処分により解雇に処せられたとき。
（４）止むを得ない業務上の都合によるとき。
（懲戒解雇）
次の各号の一に該当するときは懲戒解雇に処する。
（１）正当な事由なく無届で引続き１４日以上欠勤したとき。
（２）氏名、年令、住所、その他重要な経歴を偽り、または事実を隠蔽する等詐術を用いて入社したとき。
（３）他人に対して暴行脅迫を加えもしくはその正当な業務を妨害したとき。
（４）他人に対して不当に退職すること、または出勤しないことを強要したとき。
（５）不正な方法で会社の金品を私消し或いは持出そうとしたとき。
（６）会社の名義、または職務上の地位を利用して金品の収受等、私利を営んだとき。
（７）故意または重大な過失により業務上に重大な支障を起こしたり、建築物、機械、器具、その他の物品を破損もしくは紛失し、或いは火災もしくは傷害その他重大な事故を発生させたとき。
（８）故意又は重大な過失により、会社に損害を与えたとき。
（９）会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇入れられたとき。
（10）会社の重大な機密をもらし、若しくは漏らそうとしたとき。
（11）業務上会社を欺いたとき。
（12）しばしば訓戒または懲戒を受けたにもかかわらず、尚改悟の見込みがないとき。
（13）著しく会社の名誉・信用を傷つけたとき。
（14）刑罰の適用を受け又は刑罰の適用を受けることが明らかとなり、会社の信用を害するとき。
（15）諭旨解雇の処分を受けた者が、正当な理由なくして、指定された期日までに退職願を提出しないとき。
（16）その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
（諭旨解雇）
諭旨解雇の基準は次の通りとする。但し、その情状が重い場合は懲戒解雇に処する。
（１）再三の注意にも拘わらず、職務に対する熱意・誠意がなく、怠慢で業務に支障あるとき。
（２）勤務に関する手続その他の届出について虚偽の届出をおこなったとき。
（３）許可なく私物を修理もしくは作製し、または他人に頼んでこれをさせたとき。
（４）許可なく在籍のまま、他の事業に関与し又は他に雇用されて甚だしく不都合と認められたとき。
（５）業務上の不注意または監督不行届により業務に重大な支障を起こしたり、建築物、　　　　機械、器具その他の物品を、破損若しくは紛失し、或いは火災、傷害その他重大　　　　な事故を起こしたとき。
（６）みだりに越権行為をなし、または職場の規律を無視して会社の秩序を乱したとき。
（７）不正不信義な行為によって社員としての体面を汚したとき。
（８）会社内において賭博またはこれに類する行為をなしたとき。
（９）故意にこの規則または会社の諸規則或は命令に違反したとき。
（10）降格解任又は出勤停止処分を受けたにもかかわらず、その処分の原因となった事由を改めないとき。
（11）その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
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